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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年９月８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決           

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

                            

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２２年９月４日（土） ２０時３５分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市博多港第３区の博多港北防波堤  

博多港東防波堤灯台から真方位０３２°２,４００ｍ付近 

（概位 北緯３３°３８.３′ 東経１３０°２４.０′） 

事故調査の経過  平成２２年９月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーモーターボート ＷｉｎｇⅡ
ウ イ ン グ ツ ー

、１３トン 

 ２４２－２４４５４福岡、東邦ハウジング株式会社 

 １０.７６ｍ（Lr）×３.８４ｍ×２.２８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４１９.２４kＷ（２基合計）、平成１２年２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ２６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２１年９月３日 

  免許証交付日 平成２２年７月１４日 

         （平成２６年９月３日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 ６人（同乗者） 

 損傷 本船 船首部大破 

事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者８人を乗せ、福岡市東区の香椎

浜で行われる花火大会観覧のため、平成２２年９月４日２０時１５分ご

ろ、同市西区のマリーナを出航して博多港第３区の香椎かもめ大橋付近に

向かった。船長は、出航前に花火の打上げ場所を地図検索サイトで調べた

ものの、海図等で予定航行経路の調査を行っていなかった。 

船長は、フライングブリッジで手動操舵に当たり、マリーナを出て間も

なく針路を約０６０°（真方位、以下同じ。）とし、対地速力を約１９ノッ

トとして航行した。 

船長は、ＧＰＳプロッターを作動させていたもののよく見ておらず、ま

た、日頃からレーダーを作動させずに目視のみで見張りを行っていたの

で、博多港の北防波堤（以下「北防波堤」という。）に向けて航行している

ことに気付かなかった。 

本船は、北東進中、２０時３５分ごろ、北防波堤の中央付近に衝突し

た。 

 本事故当時、フライングブリッジに４人及び船室に４人の同乗者がいた

が、そのうちそれぞれ３人が軽傷を負った。 

本船は、５日に業者の救援を得て北防波堤から引き出され、係留場所に
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  えい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項  船長は、花火大会が２０時～２１時の予定であることを承知しており、

花火大会開始時刻を過ぎてから出航することにしていたので、急いではい

なかった。 

船長は、免許取得後に本船を操縦して１５回航海したことがあり、昼間

に東区雁ノ巣付近に３回航海したことがあったが、北防波堤付近の航行経

験がなく、夜間航海の経験もなかった。 

本船には、海図２枚等を備え付けていた。 

船長及び同乗者８人は救命胴衣を着用していなかった。 

ＧＰＳプロッターには、マリーナからかもめ大橋付近までが表示されて

いたが、船長は、本事故当時、同画面を見ていなかった。 

北防波堤は、博多港第１区の箱崎ふ頭の北方に築造された長さ約８００

ｍの防波堤であり、約３２８°方向に延びており、両端に標識灯が設置さ

れていた。 

北防波堤の標識灯は、南東（根元）側が灯高約２.７ｍ、灯色赤、灯質２

秒１閃光、光達距離６.５km であり、北西（先端）側が灯高約３.３ｍ、灯

色赤、灯質４秒１閃光、光達距離７.５kmであった。 

船舶職員及び小型船舶操縦者法には、小型船舶操縦者は、小型船舶の暴

露甲板の乗船者には、小型船舶用救命胴衣等を着用させるよう努めるもの

と規定されている。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、博多港第３区を北東進中、船長が、出

航前に海図等で予定航行経路の調査を行っておら

ず、また、適切な見張りを行っていなかったこと

から、船首方に北防波堤があることに気付かずに

同防波堤に向けて航行し、同防波堤に衝突したも

のと考えられる。 

船長は、両端に標識灯（赤光）を設置した北防

波堤があることを知らなかったものと考えられ

る。 

原因 本事故は、夜間、本船が、博多港第３区を北東進中、船長が、出航前に

海図等で予定航行経路の調査を行っておらず、また、適切な見張りを行っ

ていなかったため、船首方に北防波堤があることに気付かずに同防波堤に

向けて航行し、同防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・不慣れな夜間航海をする場合には、出航前に海図等で予定航行経路の

調査を行うこと。 

 ・ＧＰＳプロッター及びレーダーを活用すること。 
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 また、小型船舶操縦者は、小型船舶の暴露甲板にいる乗船者には、被害

軽減のために小型船舶用救命胴衣等を着用させるように努めること。 

 




